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【問】 正誤をつけよ。 

ＡはＢに甲建物を売却し、ＡからＢに対する所有権移転登記がなされた。ＡがＡＢ間の売買

契約を適法に解除したが、ＡからＢに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Ｂが甲

建物をＦに賃貸し引渡しも終えた場合、Ａは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅を

Ｆに主張できる。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント 1≫ 不動産に関する物権の変動の対抗要件 【★基礎必須】 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定

めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 （民法 177 条） 

 

 

≪ポイント 2≫ 建物賃貸借の対抗力 【★基礎必須】 

建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物につい

て物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 （借々法 31 条） 

 

 


